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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について 

 

このことについて、従前より国土交通省及び東京都から建設業届出団体等に周知徹底方

の通知等が行われているところですが、貴社におかれましても、十分留意されるとともに、

特段の配慮をいただきますようお願いいたします。 

 

１ 見積りについて 

下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとす

るため、書面による見積依頼及び建設業法施行令第６条で定める見積期間の設定、明確

な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底す

ること。また、工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切

に行われるよう、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化する

とともに、必要な経費に十分留意すること。また、適切な水準の賃金等に加えて、一般

管理費等の必要な諸経費を適切に考慮すること。なお、材料費等については、市場価格

を参考に適切な価格設定となるよう十分留意すること。 

公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請

契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではな

いが、所定労働時間内８時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間

外の労働に対する割増賃金や現場管理費（法定福利費の事業主負担額等）、一般管理費等

の諸経費は含まれていないものである。 

したがって、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り

扱う場合には、労働者の適切な賃金等に加えて会社に必要な現場管理費（法定福利費の

事業主負担額等）及び一般管理費等の諸経費を適正に考慮する等、上述の公共工事設計

労務単価の意味を十分に理解の上、適切な取扱いが図られるよう、併せて、周知徹底を

お願いします。 

なお、市の公共工事設計労務単価は国や東京都が決定する公共工事設計労務単価を参

考にしているため、労働者の賃金については適切な賃金水準の確保に努めること。 

 

２ 法定福利費の内訳明示された見積書の提出・尊重による社会保険等への加入徹底につ

いて 

元請負人においては、下請負人との契約に当たって、法定福利費が内訳明示された見

積書の提出を見積条件に明示するとともに（下請負人が再下請負に出す場合も同様）、提

出された見積書を尊重すること。下請負人においては、法定福利費の内訳を明示した見

積書を元請負人に対して提出し、算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し、

自社及び外注先の技能労働者を必要な保険に加入させること。 

 

３ 契約について 



建設工事の契約の締結については、建設業法第１９条に基づき、当該建設工事の着工

前の書面による契約を徹底すること。建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内

容による契約書を用いて、具体的な工事内容、適正な請負代金及び支払方法、着工及び

完工の時期、設計変更・工期の変更・請負代金の変更に関する定め等を明示すること。 

特に、請負代金の出来高払を行うに当たり、下請代金の支払時に建設廃棄物等の処理

費用等を相殺する（いわゆる赤伝処理）場合には、当該事項の具体的内容を、請負契約

の両当事者の対等な立場における合意に基づき、契約書面に明記すること。 

また、請負代金を決定する際、下請負人と十分な協議をせず、又は下請負人の協議に

応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示し、その額

で下請負人に契約を締結させる行為（いわゆる指値発注）を行うことがないよう留意す

ること。 

建設工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事の場合は、

分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所

在地、再資源化等に要する費用について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に

交付しなければならないことに留意すること。 

 

４ 検査及び引渡しについて 

元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を

受けた日から２０日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了すること。 

また、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人からの申し出があったと

きは、特約がされている場合を除いて、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受ける

こと。 

 

５ 下請代金の支払について 

下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日（手形の場合は手形振

出日）までの期間をできる限り短くすること。また、元請負人が注文者から部分払（出

来高払）や完成払を受けた時は、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に

相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支

払わなければならないことにも留意すること。 

また、全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により

行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、

支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。特に、労働者の雇用の安定

を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件

を設定すること。 

なお、前払金を受領した場合には、建設業法第２４条の３第２項に基づき、下請負人

に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。また、下請負人、

資材業者等の口座への直接振込の方法が基本とされていることを踏まえ、直接振込の実

施の徹底を図ること。 

下請代金の支払保留については、工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了し

た後に、正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないこと

がないよう留意すること。 



手形期間については、１２０日以内で、できる限り短い期間とすること。 

 

６ 下請負人への配慮等について 

元請負人は下請契約の締結に際し、法定福利費、建設業退職金共済制度に基づく事業

主負担額等の必要な諸経費を公共工事・民間工事を問わず適切に考慮するとともに、下

請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。また、元請負人は、下請負人の倒産、

資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し、建設工事の施工に係る請負

代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。 

 

７ 施工管理の徹底について 

公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため、見積・契

約時における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化、適切な施工計

画の作成、工事現場における施工体制の十分な確保、工事全体の工程管理や工事目的物・

工事用資材等の品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理のより一層の徹底

に努めること。 

 

８ 技能労働者への適切な賃金の支払いについて 

技能労働者への適切な賃金水準の確保については、建設産業全体の持続的な発展のた

めには極めて重要な課題である。各団体及び建設企業においては、発注者からの適切な

価格での受注、適切な価格での下請契約の締結、適切な水準の賃金の支払いに関する下

請負人や再下請負人への要請、重層下請構造の改善などの具体的な取組を展開し、現場

を支える技能労働者の隅々まで適切な水準の賃金が支払われるよう努めること。 

 

９ 消費税の円滑かつ適正な転嫁について 

消費税に関連して、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害

する行為の是正等に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、元請負人と下請負人

との間で交わされる下請契約等において、消費税の転嫁拒否等の行為を行わないなど、

適切な対応を行うこと。 

 

10 関係者への配慮について 

資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者等に対しても、

上記１から９までの事項に準じた配慮をすること。 

 

11 建設業退職金共済制度の積極的な活用について 

建設業退職金共済制度については公共工事のみならず、民間工事における普及に努め

ること。労働者の福祉向上のため、建設業退職金共済制度の積極的な活用を図り、労働

者に対する手帳の交付及び証紙添付等の履行を徹底すること。また、工事現場に「建退

共現場標識」（シール）を掲示すること。 


